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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
所 定 の 記 憶 媒 体 に 格 納 さ れ た 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ を 読 み 込 ん で 印 刷 可 能 な 画
像 デ ー タ を 生 成 す る 処 理 を 行 う 画 像 処 理 装 置 で あ っ て 、
前 記 所 定 の 記 憶 媒 体 か ら 読 み 込 ん だ 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ を 一 時 的 に 記 憶 す る
第 １ の 記 憶 手 段 と 、
前 記 第 １ の 記 憶 手 段 か ら 前 記 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ を 読 み 出 し て 復 元 を 含 む 所
定 の 画 像 処 理 を 施 し て 印 刷 可 能 な 画 像 デ ー タ を 生 成 す る 画 像 デ ー タ 処 理 手 段 と 、
　 １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ を 記 憶 す る 第 ２ の 記 憶 手 段 と 、
前 記 所 定 の 記 憶 媒 体 か ら 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ を 読 み 込 ん で 前 記 第 １ の 記 憶 手
段 に 一 時 的 に 記 憶 さ せ 、 前 記 画 像 デ ー タ 処 理 手 段 に そ の 都 度 第 １ の 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し
て 前 記 画 像 デ ー タ を 生 成 さ せ 、 該 生 成 さ せ た 画 像 デ ー タ を 前 記 第 ２ の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ せ
、 該 第 ２ の 記 憶 手 段 に １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ が 記 憶 さ れ た 場 合 に 該 １ 回 の 主
走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ を 出 力 す る 制 御 を 行 う 画 像 デ ー タ 制 御 手 段 と を 有 す る こ と を 特
徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ 記 載 の 画 像 処 理 装 置 に お い て 、 前 記 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ は 、 Ｊ Ｐ Ｅ Ｇ 圧 縮 さ れ
て い る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 画 像 処 理 装 置 に お い て 、 前 記 所 定 の 記 憶 媒 体 は Ｓ Ｄ カ ー ド で あ る こ
と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 画 像 処 理 装 置 に お い て 、 前 記 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ は 、 前 記 所 定 の
記 憶 媒 体 か ら ケ ー ブ ル を 介 し て 前 記 第 １ の 記 憶 手 段 に 読 み 込 ま れ る こ と を 特 徴 と す る 画 像
処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
所 定 の 記 憶 媒 体 か ら 読 み 込 ん だ 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ を 一 時 的 に 記 憶 す る 第 １
の 記 憶 手 段 と 、



前 記 第 １ の 記 憶 手 段 か ら 前 記 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ を 読 み 出 し て 復 元 を 含 む 所
定 の 画 像 処 理 を 施 し て 印 刷 可 能 な 画 像 デ ー タ を 生 成 す る 画 像 デ ー タ 処 理 手 段 と 、
　 １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ を 記 憶 す る 第 ２ の 記 憶 手 段 と 、
前 記 所 定 の 記 憶 媒 体 か ら 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ を 読 み 込 ん で 前 記 第 １ の 記 憶 手
段 に 一 時 的 に 記 憶 さ せ 、 前 記 画 像 デ ー タ 処 理 手 段 に そ の 都 度 第 １ の 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し
て 前 記 画 像 デ ー タ を 生 成 さ せ 、 該 生 成 さ せ た 画 像 デ ー タ を 前 記 第 ２ の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ せ
、 該 第 ２ の 記 憶 手 段 に １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ が 記 憶 さ れ た 場 合 に 該 １ 回 の 主
走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ を 出 力 す る 制 御 を 行 う 画 像 デ ー タ 制 御 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ の 記 憶 手 段 か ら 出 力 さ れ た １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ を 印 刷 す る 処 理
を 行 う 印 刷 処 理 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る プ リ ン タ 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 即 ち 、 本 発 明 に よ れ ば 、 所 定 の 記 憶 媒 体 に 格 納 さ れ た 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ
を 読 み 込 ん で 印 刷 可 能 な 画 像 デ ー タ を 生 成 す る 処 理 を 行 う 画 像 処 理 装 置 で あ っ て 、 前 記 所
定 の 記 憶 媒 体 か ら 読 み 込 ん だ 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ を 一 時 的 に 記 憶 す る 第 １ の
記 憶 手 段 と 、 前 記 第 １ の 記 憶 手 段 か ら 前 記 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ を 読 み 出 し て
復 元 を 含 む 所 定 の 画 像 処 理 を 施 し て 印 刷 可 能 な 画 像 デ ー タ を 生 成 す る 画 像 デ ー タ 処 理 手 段
と 、 １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ を 記 憶 す る 第 ２ の 記 憶 手 段 と 、 前 記 所 定 の 記 憶 媒
体 か ら 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ を 読 み 込 ん で 前 記 第 １ の 記 憶 手 段 に 一 時 的 に 記 憶
さ せ 、 前 記 画 像 デ ー タ 処 理 手 段 に そ の 都 度 第 １ の 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 し て 前 記 画 像 デ ー タ
を 生 成 さ せ 、 該 生 成 さ せ た 画 像 デ ー タ を 前 記 第 ２ の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ せ 、 該 第 ２ の 記 憶 手
段 に １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ が 記 憶 さ れ た 場 合 に 該 １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画
像 デ ー タ を 出 力 す る 制 御 を 行 う 画 像 デ ー タ 制 御 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理
装 置 が 得 ら れ る 。
　 ま た 、 前 記 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ は 、 Ｊ Ｐ Ｅ Ｇ 圧 縮 さ れ て い て も 良 い 。
　 ま た 、 前 記 所 定 の 記 憶 媒 体 は Ｓ Ｄ カ ー ド で あ る よ う に し て も 良 い 。
　 一 方 、 前 記 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ は 、 前 記 所 定 の 記 憶 媒 体 か ら ケ ー ブ ル を 介 し て 前 記 第
１ の 記 憶 手 段 に 読 み 込 ま れ る よ う に し て も 良 い 。
　 ま た 、 本 発 明 に よ れ ば 、 所 定 の 記 憶 媒 体 か ら 読 み 込 ん だ 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー
タ を 一 時 的 に 記 憶 す る 第 １ の 記 憶 手 段 と 、 前 記 第 １ の 記 憶 手 段 か ら 前 記 圧 縮 さ れ た 原 画 像
フ ァ イ ル デ ー タ を 読 み 出 し て 復 元 を 含 む 所 定 の 画 像 処 理 を 施 し て 印 刷 可 能 な 画 像 デ ー タ を
生 成 す る 画 像 デ ー タ 処 理 手 段 と 、 １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ を 記 憶 す る 第 ２ の 記
憶 手 段 と 、 前 記 所 定 の 記 憶 媒 体 か ら 圧 縮 さ れ た 原 画 像 フ ァ イ ル デ ー タ を 読 み 込 ん で 前 記 第
１ の 記 憶 手 段 に 一 時 的 に 記 憶 さ せ 、 前 記 画 像 デ ー タ 処 理 手 段 に そ の 都 度 第 １ の 記 憶 手 段 か
ら 読 み 出 し て 前 記 画 像 デ ー タ を 生 成 さ せ 、 該 生 成 さ せ た 画 像 デ ー タ を 前 記 第 ２ の 記 憶 手 段
に 記 憶 さ せ 、 該 第 ２ の 記 憶 手 段 に １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ が 記 憶 さ れ た 場 合 に
該 １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ を 出 力 す る 制 御 を 行 う 画 像 デ ー タ 制 御 手 段 と 、 前 記
第 ２ の 記 憶 手 段 か ら 出 力 さ れ た １ 回 の 主 走 査 で 印 刷 す る 画 像 デ ー タ を 印 刷 す る 処 理 を 行 う
印 刷 処 理 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る プ リ ン タ が 得 ら れ る 。
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